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欧米および我が国における諸学会の動物福祉関連倫理規定の導入状況と特徴を調査するとともに 日
英の関連法規を比較した 我が国の動物県連法規が努力目標をかかげているだけなのに対し 英国の法規で
は しばしば数値基準が導入されており 免許 資格 登録制度や査察制度が充実していて 実効的であっ
た 英国の条文がしばしば動物は守られるべきというように動物を主語に書かれているのに対し 我が国の
条文では人は何をすべきといった書き方が中心であった 投稿規定に動物の取扱いに関する倫理規定を有す
る学会の割合は 欧米諸国で であるのに対し我が国では と低く とりわけ野生動物関連学会にお
ける整備が遅れていた 我が国でも 年代からは倫理的記載を導入する学会が増加しており 規定の方向
性については欧米と大差なかったが 後者においては内容がずっと具体的かつ詳細であった

動物福祉 学会 倫理規定 欧米 日本

護 という情動を含む用語へと変化し 以前までの 物
としての扱いから 命あるもの であることが文中に明記

動物福祉 は 世紀以降に西欧で発 された この法は 年には改正されて国際的基準であ
展してきた思想である 動物福祉自体に明確な定義は存 る 代替 削減 改善
在しないが 英国家畜福祉協議会 が提唱する の原則が盛込まれた 農林水産省においても 動物
つの自由 を参考とする国が多く いずれの国も 動物が 福祉に関する近年の世界の動きが畜産業に大きな影響を与
不必要な苦痛や不安から開放され 基本的な行動様式に従 える可能性があることから 年度から 動物福祉に配
う自由を与える ことを基本としている 動物福祉への動 慮した家畜動物の飼育ガイドライン作成計画 が 年計画
きはとりわけ英国の畜産業を中心に盛んであり 現在は欧 で開始されている しかし国内においては動物福祉に関す
米とりわけヨ ロッパにおいて生きた動物を取り扱うほと る議論は低調であり これらに関する研究も立ち遅れてい
んどすべての産業において不可欠な要素となっている る とりわけ野生動物学の分野ではこのことに関心を持
例えば動物福祉 カ年行動計画として農畜産業を幅広くカ つ研究者は少ない
バ する 年動物の保護及び福祉に関する欧州 動物福祉はそれぞれの国の文化 とりわけ動物観に深く
共同体行動計画 などがある 世界動物保健機構 根ざしているので 欧米における取り組み方が必ずしも我

でも畜産動物およ が国に適した方法とは限らない 本研究の目的は 我が国
び水産動物に向けた動物福祉の基準の作成を基盤とし 野 と欧米諸国における動物福祉関連法規や諸学会の倫理規定
生動物を含む動物関連分野において段階的に基準の作成を にみられる現状を明らかにすることである
進めている こうした動きは畜産動物だけでなく伴侶 展
示 実験 野生動物といった幅広い分野に及んでいる 野
生動物の捕獲方法に関する国際人道的罠基準

動物福祉に関する法律的な整備が最も進んでいるとされ
が 年から施行されるなど その影響は毛皮 る英国 の動物関連法規と我が国の法規とを比較するた

産業や野生動物研究にも及んでいる 一方 我が国におけ め 動物福祉に関する配慮が法規中に記載されている事例
る動物福祉を中心に据えた法律は 年に制定された環 数を数えた 日本については 環境省が動物福祉に関する
境省所管の 動物の保護及び管理に関する法律 である 法律を所管していることから 同省所管の 法律 条約
この法律は 年に 動物の愛護及び管理に関する法律 を調査対象とした 英国の動物関連法については海外の動
に名称変更された すなわち 保護 はより観念的な 愛 物保護法に関する資料 をもとに 法律について動物福
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国内および英国における動物福祉関連法規
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方 法

我が国と欧米の法規と学会諸規定にみる
動物福祉への配慮
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祉に関連する諸項目数を調査した 対象項目の分類は 英 ず国内法のみに確認された項目として 動物が命あるもの
国家畜福祉協議会 が提唱する つの自由 渇 であることに鑑み という表現で示される 命の重視 の
き飢えからの解放 不快な状況からの解放 痛み 怪我 カテゴリ があげられる また我が国の条文は動物を主語
病気からの解放 正常な行動を呈する自由 恐怖や心理的 にせず 人は 何をすべきといった書き方が中心であっ
苦痛からの解放 と 野生動物の研究と管理技術 の第 た
章 野外における野生動物の適切なケアと利用のためのガ
イドライン を参考に整理した また対象動物と人との関
わり方が動物福祉に対する考え方に違いを生んでいる可能 英国における動物福祉に関する記載の見られた法規数
性を考え 対象動物を伴侶動物 実験動物 畜産動物およ を 伴侶動物 実験動物 畜産動物 野生動物という カ
び野生動物にカテゴリ 分けした 伴侶動物は人との心の テゴリ 別に図 に示した いずれのカテゴリ の動物に
結びつきが強く 実験動物は本質的に生体に何らかのスト 対しても共通してみられたのは 免許 資格 登録制度お
レスを与えざるをえず 畜産動物は食用とされるので奪わ よび査察制度である 免許 資格 登録制度では動物への
ざるをえず 野生動物は人との直接のつながりが少なくて 配慮や取扱いについて正しい知識を学んだ者だけが動物取
人の占有下にないというそれぞれの特徴があるからであ 扱業に就くことを許可される 査察制度では動物取扱業者
る が取扱い動物に対して適切な配慮を行っているかどうか政

府が定期的に査察を実施することで動物福祉への徹底を
図っている 動物福祉の観点からの査察は我が国にはみら

国内および欧米諸国 英 米 その他 の動物関連学会 れない制度である 英国にしかみられないもう一つの特徴
あるいは学会が発行する学術雑誌について 動物福祉に関 として 科学的見地から得られた数値が随所に反映されて
するガイドラインあるいは倫理規定の内容を 年 いることが挙げられた また人の占有下にない野生動物も
月の時点で調査した 調査対象としたのは研究に際して 虐待防止や生息地の攪乱等から保護するということも含め

生きた鳥獣を用いると考えられる国内 学会 学術雑誌 て 動物福祉の対象として捉えている法律が アナグマ保
および国外 学会 英国 米国 その他 誌 護法 などで確認された 加えて 英国の条文はし
英国 米国 その他 である 医 歯 薬 食品 ばしば 動物は守られるべき 例
のカテゴリ は国内のみ調査した 対象学会は次の中から というように動物を主語に書かれてい
選択した るのが特徴であった
日本学術会議登録学会
全国各種団体名鑑 年版 に掲載された
農学 生物学 獣医学 医学 歯学 薬学の国内学会 国内および欧米諸国における動物関連学協会誌における
学会名鑑 年版 に掲載された農学 生物 倫理規定の例を表 に示した 記載方法にはいくつかのパ
学 獣医学 医学 歯学 薬学の国内学会 タ ンがあった 一つは日本実験動物学会にみられるよう

に に学会として 動物実験に関する指針 を定め 投稿規定
掲載されている農学 水産学 獣医学分野の学会 ではそれを参照するように指示しているケ スである 日

に掲載 本哺乳類学会のように 哺乳類標本の取り扱いに関する
された哺乳類 鳥類に関連する諸学会 ガイドライン の中に倫理規定を挿入している場合もあっ
学術出版社 が発行す た 日本繁殖学会のように独立した指針を設けず 投稿規
る哺乳類 鳥類に関連する学術雑誌 定の中に倫理規定を盛り込むケ ス また日本生殖学会の

ように 国家のガイドラインに従うよう記すケ スも見ら
れた 欧米の学会と比較すると 表現方法には大きな違い
は認められないが 我が国の規程は概説的な内容であるの

調査対象法規の中に記載された福祉的該当箇所を内容別 に対し 欧米のそれらは相対的に詳細であった とりわけ
にみると 飼育関係が 件 野生動物関係が 件 痛 英国においては
み 苦痛の軽減が 件 輸送関係が 件であった 図 の例に見られるように数値的な表現こそされ
これら該当項目の多くは展示動物や実験動物に向けて ていないが 規定が詳細かつ具体的であり 実効性のある

定められた基準であった 法文には 努める といった努 規程となっている例が多かった
力目標による記載部分が多く 最終的な動物への配慮は動 国内と欧米諸国において投稿規定内に倫理規程を保有し
物の所有者が権限を持つと記載されていることが特徴で ている学会の割合を比較すると 国内で 欧米諸国
あった すなわち 我が国の動物関連法規は福祉的な配慮 合計で となった また欧米諸国合計を国別に比較す
を具体的に指示する力はもっておらず 国が定める指針等 ると 英国で 米国で その他の欧米諸国で
が該当する場合を除いて 一般の飼育者や関連業者等を含 となった 図 このことから我が国の動物関連学
む動物の所有者各 がもつ知識によって福祉的配慮の内容 会では英米に比べて動物への配慮の考え方が十分には浸透
が左右される傾向にあるといえる 他方 英国法にみられ していないことが示唆された 調査対象とした欧米諸国学

英国動物関連法の動物福祉に関する該当箇所

国内外動物関連学会の倫理規定

動物関連学会における倫理規定

国内動物関連法の動物福祉に関する該当箇所

結果とまとめ
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我が国と欧米の法規と学会諸規定にみる動物福祉への配慮

国内動物関連法にみられる動物福祉に関する該当箇所数

英国における動物福祉に関する記載がみられた動物法数

会の中で倫理規定を有する学会の割合を獣医 野生 実
験 畜産の カテゴリ の中で比較すると 獣医
野生 実験 畜産 となり 獣医と畜産 この度調査対象とした国内動物関連学会誌 誌のうち
の分野で福祉的配慮を明記している学会が特に多かった 投稿規定の改訂年が確認された 誌について 投稿規定
図 国内学会についてはこれら カテゴリ に医歯薬 の改訂年と倫理規程の導入時期について調査した 結果
食品系を加えて同様に調査した その結果 国内では医歯 英米では 年以前までに投稿規定に倫理的記載を記載
薬食品の学会が と高い値を示した他は 獣医 する学会がみられた 他方 我が国では倫理規程や投稿規
野生 実験 畜産 となり 欧米諸国と比 定にそうした記載が盛り込まれた例は 年までにはみ
較して総じて低い値となった また国別に比較すると英国 られず 年以降に増加していた 図 図 を獣医
では獣医と畜産に関する学会が特に高い割合で倫理規程を 野生 実験 畜産 医歯薬食品の分野に分けてみると
保有していた 米国においてはカテゴリ 間における割合 年以降に投稿規定が改訂されて倫理規程が導入され
に大差はみられず 全ての分野において比較的均等に福祉 た割合は医歯薬食品系学会で最も多かった 投稿規定の改
的配慮が考慮されていた 図 定は野生動物関連学会で最も多かったが 倫理規程の導入

図

図

国内動物関連学会の投稿規定改訂年と倫理規程導入
時期に関する比較と倫理規程等に関する今後の対応� �
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安藤 村山 蓮見 小川

日本及び欧米の動物関連学協会誌における倫理規定の例 年度有効の投稿規定から表 � �
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我が国と欧米の法規と学会諸規定にみる動物福祉への配慮

日 英 米およびその他西欧諸国の学会における倫理
国内動物関連学会の投稿規定改訂件数と倫理規程導入規程の国別保有割合
件数に関する近年の変化

日 英 米およびその他西欧諸国の学会における倫理
規程保有割合 対象動物のカテゴリ および国別 国内動物関連学会の投稿規定改訂年と倫理規程導入時

期に関する動物カテゴリ 別の比較

率は低かった 図
国内動物関連学会 学会に 今後 倫理規程についてど 査察制度はなく 動物取扱業者の登録制度が 年に 動
のように捉えてゆくか と問うたところ 学会から回答 物の愛護及び管理に関する法律 の中に導入されただけで
をいただいた 図 この結果をみると 医歯薬食品系学 ある また英国の法律が野生動物までを動物福祉の対象と
会は既に規程が整備されていて 今後の課題と答えた学会 しているのが特徴である 我が国では飼育下の動物には
はなかったが 野生動物系の学会においては 今後の課題 動物の愛護と管理に関する法律 が適用されて飼育責任
あるいは 検討の予定なし という回答の率が他のカテゴ の所在が明確であるが 野生動物は基本的に所有者のいな
リ に比べて多い結果となった い無主物として扱われるので 管理責任者のいない野外の
今回の調査結果から我が国と欧米における動物福祉の傾 動物を実効性のある動物福祉の対象とするのは我が国では
向をみると 動物が命あるものであることに鑑み という 困難である
命 を重視する表現が我が国の法律にしか見られないこ 学会の倫理規定については 我が国の諸学会の取り組み
とが挙げられる 欧米の動物福祉は動物に苦しみを与えな は欧米諸国よりも遅れていたが 年代になって整備が
いことを重視し 我が国は動物の命を大事にするという傾 進みつつある 動物実験ガイドラインを策定する必要性に
向は これまでも指摘されてきたが そのことが法律の ついては 日本学術会議が既に 年の段階で内閣総理
条文中でも確認できた 仏教思想に基づく我が国独自の動 大臣に勧告しているが 年代に整備が進まなかった原
物観が反映された結果と思われる また我が国の動物福祉 因は不明である 倫理規定の内容については法律に見られ
関連の法規が抽象的な努力目標を述べるに止まっているの たような日欧の質的な違いは少なく学術研究の分野におい
に対し 英国の法律においては数値的な記述があることに ては文化的背景の違いは明確でなかった しかし規程の内
加え 免許 資格 登録制度や査察制度など 法律を実効 容については英国をはじめとする欧米のそれらの方がずっ
あらしめるための制度を伴っていた これに対し我が国の と実効的であり 規程の有無だけで比較するよりも大きな
法規においては 動物福祉の観点からの免許 資格制度や 違いがあった
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本研究は東京農業大学農学研究所プロジェクト研究
動植物の生産と新たな役割 日本型の動物福祉に関する
考え方の分析 における成果の一部である
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: This study aims at clarifying the characteristics and nature of animal welfare-related

ethical codes of academic societies in Europe and the U.S. and Japan. Related laws of U.K. and Japan

were also compared. Many animal-related laws in U.K. indicated numerical standards for animal wel-

fare, but those of Japan mentioned only non-binding targets. While legal regulations in Japan mostly

mentioned non-binding targets, those in U.K. were more numerical and concrete, including licensing,

qualification, registration and inspection systems. The subjects of law sentences in U.K. were mainly

animals (e.g. animals be protected .), while those of Japan’s mainly mentioned observance items for

humans (e.g. a person should do .). The ratio of academic societies that had ethical codes in con-

tribution rules of their journals were in Europe and the U.S., and in Japan. The ratio of

wildlife-related societies was , being lowest in Japan. In Japan introduction of ethical codes

started to increase after . But societies in Europe and the U.S. had more rich and detailed contents.

: animal welfare, academic society, ethical code, Europe and the U.S., Japan
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